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この報告は、第１８期及び第１９期日本学術会議実験動物研究連絡委員会、第１９期
日本学術会議生理学研究連絡委員会、脳・神経学研究連絡委員会、解剖学研究連
絡委員会の提案を受け第７部会において審議した結果をとりまとめ、発表するもので
ある。

第１９期日本学術会議第７部会々員
部長鴨下重彦 （賛育会病院院長）
副部長高橋清久 （藍野大学学長）
幹事 安樂泰宏 （帝京科学大学理工学部バイオサイエンス学科教授）
幹事 伊藤學而 （鹿児島大学名誉教授）

第１８期、第１９期【実験動物研究連絡委員会】
委員長 玉置憲一（東海大学名誉教授）

第１９期【生理学研究連絡委員会】
委員長 金子章道（星城大学リハビリテーション学部教授

第１９期【脳・神経学研究連絡委員会】
委員長 金澤一郎（国立精神・神経センター総長・東京大学名誉教授）

第１９期【解剖学研究連絡委員会】
委員長 井端泰彦（京都府立医科大学学長）
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動物実験に対する社会的理解を促進するために（提言）

要旨
１．報告（提言）の背景

動物実験が生命科学、ことに人類の生存と健康維持に直接かかわる医
学・医療、薬学などのいわゆる健康科学の分野において不可欠であること
は言うまでもない。一方、人と動物の共生という立場から動物実験に対す
る批判も存在し、そのため欧米では動物実験が著しく制約され医学研究に
支障が出ている国もある。

また、わが国でも動物の供給が難しくなるなど日本も例外ではなく、動物
を科学研究に用いることに対する反対運動は根強い。健康・疾病問題の解
決と人類の幸福増進に不可欠な動物実験が、広く社会の理解と支持を得
て行われるようにするためにわれわれが成すべきことを検討し、本報告を
取りまとめた。
日本学術会議は、勧告「動物実験ガイドラインの策定について」（1980）、
特別委員会報告「教育・研究における動物の取り扱い－倫理的及び実務
的問題点と提言」（1997）など、動物実験に関して一連の発言を行ってき
た。本報告はその一環としてなされるものである。
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２．現状と問題点

わが国では、学術会議の勧告を契機として、各研究機関が法規に準拠し
て動物実験指針を制定し、動物実験委員会を設けて、動物実験を自主的
に管理している。この自主管理体制は定着してよく機能しており、わが国の
動物実験は科学的にも倫理的にも適正に運営されて、国際的にも高い水
準にあると言える。

しかし問題もある。わが国には米国のような全国統一の動物実験ガイド
ライン（指針）がなく、指針はそれぞれの研究機関が個別に定めているため、
規制の具体的基準が外から見えにくい。また、各研究機関が実施している
自主管理の内容を客観的に評価検証する仕組みがないため、動物実験が
適正に管理されていることを社会に対して説明する説得力に問題が残る。

欧米の動物愛護団体からは、日本に動物実験の法規制はないという誤
解も招いている。
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３．報告（提言）の必要性

上記の問題点を改善することにより、動物実験に対する社会の理
解を一層促進し、医学、生命科学の発展と人類の幸福を増進するこ
とができると考えられる。

ここでわれわれは、現在の各研究・試験機関による自主管理方式
の客観性を保証し、実効と信頼性を一段と強めるために、

１）動物実験の倫理原則を実行に移すときの基準を示す国内で統
一された動物実験ガイドラインを制定することと、

２）当該ガイドラインの実効を担保するための第三者評価システム
を構築することを提言する。

ガイドラインの制定にも、第三者評価システムの構築にも広く社会
の意見を聞き、透明性の高いものにすることが必要である。

ここに、関係学協会はじめ関係機関に実施への取組みを早急に開
始するよう協力を呼びかけるものである。このような自発的な取り組
みが学術にかかわる研究者の社会的責任と認識するからである。



18

（１）統一ガイドラインの制定

動物実験を規制する仕組みの中で、規制の実態を最もよく示すものは動物
実験ガイドライン（指針）である。しかし、上記のように、わが国に全国統一の
ガイドラインは存在せず、各研究・試験機関および学協会が個々にガイドライ
ンを設けているため、それらは外部から見えにくく、また日本では動物実験の
法規制がないと誤解あるいは批判される。そこで、国内で統一された動物実験
ガイドラインを制定することを提言する。

これにより規制の基準を明解に示し、動物実験に対する国内および諸外国
からの社会的理解と動物実験に対する倫理的評価を格段に高めることが期待
できる。

（２）研究機関の自主管理を第三者的立場から評価する機構の設置

全国統一の動物実験ガイドラインが制定されたとき、それが現行の自主管理
機構によって実効が上げられることが重要である。その実効を担保する仕組
みとして、各研究試験機関の自主管理が適正になされ、統一ガイドラインの基
準が満たされていることを、第三者の立場から評価・認証する機構を設けるこ
とを提言する。この仕組みにより、統一ガイドラインの実効を確認するとともに、
自主管理の実施の適正性も評価・認証することができ、社会にも理解され易く、
信頼性と透明性の高い動物実験管理体制を確立できるものと期待される。
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導入する第三者組織は、次の骨子の性格を備えたものが考えられる。

１） 任務
認証を求める機関の申請に対し、書類審査と実地審査を実施し、施設の認
証、是正勧告または認証の取り消しを行なう。

２） 評価基準
上記の全国統一の動物実験ガイドラインに基づいて評価と認証を行なう。
その認証は諸外国の類似認証制度との間の相互認証を目指す。

３） 評価対象

上記の全国統一の動物実験ガイドラインが定める基準項目を対象として評
価する。この場合、認証を求める機関の責任体制、管理組織、施設・設備、動
物実験委員会、実験計画の審査方法、実験動物の健康、福祉、実験終了後
の処置、労働安全管理など動物実験を適正に行なうための要件、などを対象
として審査することになると考えられる。

４） 普及と実効性

本案の第三者評価制度は動物実験実施機関の自主的な申請によるもので
あり、その普及と実効性を高めるためには、第三者評価機関は社会的にも高
い評価と理解が得られるものでなければならない。



20

動物実験の適正な実施に向けた
ガイドライン

2006.6.1

日本学術会議



21



22



23

前

文



24



25



26



27



28

３Rの原則の明記
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http://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/2006.html

日本学術会議HP
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日本学術会議の立場

安全・安心への
切実な要求

薬 品
治療法
食 品
化粧品
化学物質

動物愛護の
切実な要求

３Rs

２つの
倫理観の
融合を目指す

３Rsの徹底
自己管理と外部規制
施設長の責任
第三者認証


